
健康保険法等の改正に伴う

育児休業中の保険料免除要件の見直し
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富山年金事務所



1.改正の概要等

改正の趣旨

0 「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号X以下「改正健保法等」とい

う。)」が令和3年6月11日に、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及ぴ雇用保険法の一部を改正す

る法律(令和3年法律第58号X以下「改正育児・介護休調去」という。)」が令和3年6月9日に公布され、希望に応じて男女ともに仕臺と育児隻

立で

主な改正事項
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(1)子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設

子の出生直後の時期の休業に関する新たな枠組みとして、柔軟で取得しやすい育児のための

(2)育児休業の分割取得・柔軟化
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(1)同月内に短期間の育児休業等を取得している場合の取扱い

. 日
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被保険者が
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(2)連続する二以上の育児休業等を取得している場合の取扱い

被保険者が連続する二以上の育児休業等をしている場合における保険料免除の適用は、その全部をーつの育児休業等とみなす。

(3)賞与月に育児休業等を取得している場合の取扱い

での
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1.改正の概要等

^、』督

(1)子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設

・男性が休業の取得を通じて育児に関わる機会を増やすため、子の出生直後の時期の休業に関する新たな枠組みとして、特

1
^ ' の

に配偶者が産後休業中の男性を念頭に、

(改正育児・介護休業法第9条の2)

1歳までの育児休業のうち、出生後8週間までの育児休業
(通称:「パパ休暇」)

日

ゾ子の出生後8週間以内に取得可能
y 1歳までの育児休業とは別に取得可能

b去改正後の取得イメージ】
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出生後8週問までの育休(f通称:ババ休暇」)

' 1i ナ・めの'

改

正

後

出生

ψ子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
ψ 1歳までの育児休業とは別に2回まで分割して取得可能
ψ労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の合意に

より、休業中の「就業予定日」を設定することが可能

.』'

出生時育児休業制度

育休

二

就業
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を創設する。

出生後
8週

※出生時育児休業制度の新設により、「パパ休暇」ほ廃止。
※「就業予定日」の設定は出生時育児休業制度のみ可能。
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1.改正の概要等

^^冨

(2)育児休業の分割取得・柔軟化

^
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条第2項)

夫婦交代で育児休業が取得できるよう、王が1歳以隆の育児休業について、
業法第5条第3項、第4項及び第6項)

【法改正後の取得イメージ】
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日 での育児休業について、時期・事由を問わず、

出生

出生

自児

〔改正前〕1歳までの育児休業にっいて、1回のみ取得可能

0
〔改正後〕1歳までの育児休業にっいて、 2旦まで分割して取得可能

保育所に入所できない等の場合
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〔改正前〕1歳ほたは1歳半)から育児休業を開始
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〔改正後〕1歳はたは1歳半)の期間の途中からでも育児休業を開始可能
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1,改正の概要等

2 1

■ 現行の育児休業中の保険料免除制度

(健保法第159条、厚年法第81条の2、船保法第118条)

' の

0 保険料を免除する期間は、「"1"

0 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児・介護休業法)等による、3歳に満たない子
を養育するための育児休業等(育児休業及ぴ育児休業に準じる休業)期間について、健康保険・厚生年金保険等の保険料は、事業
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1.改正の概要等

2 1

(1)同月内に短期間の育児休業等を取得している場合の取扱い

'

0 育児休業等を開始した日の属する月については、その月の末日が育児休業期間中である場合に加えて、曇の長生』Ξ1^
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1.改正の概要等

2 1

(2)連続した二以上の育児休業等の取扱い

'

0 連続した二以上の育児休業等を取得している場合には、当該二以上の育児休業等をーつの育児休業等とみなして保険料徴収の
免除の規定を適用する。

0 また、二以上の育児休業等の期間は連続していないが、当該二以上の育児休業等の間の期間が休祝日に当たる場合や、当該期
間に有給休暇を取得している場合等、当該期間に被保険者が勤務を行っていない場合も同様に、ーつの育児休業等とみなして
免除の規定を適用する。

の ^
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【改正後の課題】

の Σ三 し

,

:改正に伴い、制度上の不公平が新たに生じてしまう。

【課題への対処】

【ボイント】

・ーつの育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に、就業した
日がない場合、一括取得したものとする。
(参考)改正厚生年金保険法施行規則第25条の2第6項
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1,改正の概要等

2

(3)賞与に係る保険料の取扱い

'

0 連続した1か月超の育児休業等取得者に限り、賞与保険料の免除対象とする。

の

【現行】

』●

免除(月額+賞与)

7月

. の Σ三 し

月末

賞与保険料免除の基準となる「1か月超」1こついては、暦日によって判定する。
土日等の休日であっても期間の算定に含まれる。

1力鳴超の育児休業等については、従来通り月末時点に育児休業等を取得しているかどうかで保険料免除を判断するため、育児体業等

育休期 占 3日
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に

(参考)民法第143条(暦による期間の計算)
1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了す
る。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

賞与保険料の免除(伊D 開始年月日終了年月日

免除しない1月31日 2月28日

免除する3月1日1月31日

8月

が れ に
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1.改正の概要等

2

(4)過渡期における取扱い

法施行日を跨る育児休業等については、その育児休業等の開始年月日により取扱いが異なる。

' の

0 育児休業等開始年月日が、令和4年10月1日以降の場合には、改正法に基づき取扱う。

0 育児休業等開始年月日が、令和4年9月30日以前の場合には、従前のとおり取扱う。

才令和4年9月30日以前から取得している育児休業等と、令和4年10月1日以降に開始する育児休業等とは、取扱いが異

なるため、連続していてもーつの育児休業とはみなさない。

【イメージ】

( i )

. の Σ 盲し

★(賞与支払い)

免除(月額+賞与)

(Ⅱ)

育休期間は1月超えないが、現行の取扱
いに基づき、9月末日が育児休業のため、
9月支払いの賞与に係る保険料は免除。

月 日

10.1(法施行日)

^
ノ

免除(月額)

免除(月額)

育休期間(9,qo~10/14)

10.1(法施行日)

月

改正法に基づき取扱い、同一月内の育児
休業等として、14日要件を確認し、14日以
上あるため、10月分の月額保険料は免除。

日
^

★(賞与支払い)

改正法に基づき取扱い、1月を超えた育休期間でない
ため、10月支払いの賞与に係る保険料は免除対象外。
なお、10月分の月額保険料は免除される。

免除(月額+

育休期間(10/15~11,/5)

「賞与」ほ免除しない
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1.改正の概要等

2 1

(5)補足

'

「育児休業等日数」の考え方

の

0 同月内に14日以上の育児休業等を取得しているかどうかについては、「育児休業等日数」を基に考える。

「育児休業等日数」とは、開始日から終了(予定)日までの日数のことを言い、就業'予定2旦は除かれる。

なお、育児休業等期間中の土日等の休日や有給休暇などの労務に服さない日は、育児休業等日数に含め、

一時的・臨時的な就労についても、その就労は限定的なものであることから、育児休業等日数から除外する必要はない。

^

、■■

』
.

0 就業^Σ旦数については、

日単位であれぱその日数を、時間単位であれぱその時間数を一日の所定労働時間で除した数(1未満の場合は切り捨て)を、

就業日数として数える。

の 1 _Ξ し

(停D就業日数が時間単位の場合

出産日令和4年10月1日

休業申請期問:令和4年10月1日~28日(4週問(28日))

所定労働時間:7時間

就業日数:40時間(40÷フ=5、子142・ーであるため、 5日)

育児休業等日数:28日-5日=23日

23日盆 14日であるため、10月分の保険料は免除となる。
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2 百こ

(1)新しい届書様式(育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届)

<健康保険・厚生年金保険> <船員保険・厚生年金保険>

る適用
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【新たに設けられた欄】

0 育児休業等取得日数
就業予定日数

@変更後の育児休業等取得日数
'育休等取得内訳
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※船員保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届につい
ても、下記@の欄を新たに設ける、様式の変更が行われます。
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2.見直しに係る適用関係の

0

(4)届害の記入例

①-1育児休業等を開始する際の記入伊K

'
^^ の出

青児休^

開始年月日
イ

.

育児
峯惰是^^
^日^

終T〒定日を蔭長する場合

9.令和

^

1
、ー,.、、

ケ

日

育児^響終了

(予定)年月日

【嚢更樹

0

〒定より単く育見休桑を終了した場合

尋

4

9.令和

育児休^

終了任月日

日

「育児休業等飼始年月日」と「冑児休業等終丁(

就業予定日
業憎朔^日叱

畢"E^日

※必ず

9.令和

卸

1

逓記載欄

日

6

の

育児林巣等
開始年月日

音兇林業等

終7 (予定)

2

り

楽必ず

育児休業等

^月日

3

「

てください。

年

9.令和

育児休業等
^月日

4

載柵も記入してください。

9.令和

9.令和

育児材業等

酪始年月日

日

※の

月

0

9.令和

/URマ青休方ス骸当懐分

年

5

)年月日の翌日」が問月内、かつ複数回育児休象等を取得する場舎 豪必ず共遷記験欄も記入して《だ乱、.

9.令和

月

一△、これまでと変更なし)

※延長後の「⑯育児休業等終7 (予定)任

月日の翌日」が「@育児休業開始任月日」と

伺月内の場合よ、⑰変更後の育児林業等取
得日数柵も記入してくださW

年

日

月

日

2

育児材業等

終了(予定)年月日

月

【ポイント】月跨ぎの育児休業等の場合は、
・同一月内の育児休業等ではないため、

0育児休業等取得日数も@就業予定日数も記入不要。

※「⑱育児休業^7年月日の翌日」が「⑩
育児休黨等開始年月日」と同月内の場倒ネ、

⑲変吏後の育児休業等取得日釧聞も記入し

て仇をい.

しτ

育児休業等

終了(予定)年月日

日

月

5

日

ι、

口誌当

育児休業等

終了(予定)年月日
日

9.令和

育児材業等

終了(予定)作月日

佑考

9.令和

9.令和

変更後の

育

日

9.令和

月

【新たに設けられた欄】
0 育児休業等

取得日数

@就業予定日数

@変更後の育児
休業等取得日数

0 育休等取得内訳

年

@
壷更後の

育児井集等

日

日

月

育児休巣等
取樗日数

月

育児休業等

敗尋日数
日

育児休業等

敗響臼数

日

日

日

就巣予建日融

育児^等

取尋日数

就鱗予定日歓

日

日

就業予定日倣

臼

就触予建日歓

日 ※月跨ぎの育児休業等とは、
育児休業等開始日が、育

児休業等終了日の翌日と、
同一月内ではない育児休業
等のこと。
⇔同一月内の育児休業等

11

壽

2

聶

,
跡

げ

出
)

■
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T
ε
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2.見直しに係る適用関係の

0

(4)届書の記載例

①-2育児休業等を開始する際の記入伊1(盲一

●■ ^、の出

.・車

出、'
1

^

1 '

12

育児井^

開始年月日
"

青児休^得日

勳卑月^ヨ」^

終7予定日を延長する場合

城^^日」よ^
t^、、

9.令和

L 育児^終了

(予定)年月日

〔嚢更樹

予建より阜く冑見休業を養丁した場合

■.'

卑

4

■

9.令和

育児休^

終7年月日

0
日

「育児休業等屬始年月日」とr青児休業等終丁(

※必ず

嵐情朔^^^R此
隼育日^

0

就業予定日

9.令和

鄭

1

^

日

6

育児休業等

開始年月日

内の育児休業等の場合)

育児休業等

2

※必ず

'

終了(予定)

育児休業等

開始年月日

3

r

てください。

繹

9.令和

育児休灘等

開始年月日

4

載欄も記入してください。

9,令和

9.令和

育児休業等

開始年月日

0

日

月

0

9,令和

/URマ育林プーコス該当区分

奪

4

)年月日の翌日」が痴月内、かつ複敷回育児休集等を敢得する場合 縦必ず共遷記撃●6記入して(だ凱、.

9.令和

月

※延長後の「⑯育児休業等終了(予定)年

月日の翌日」が「@育1恩休業開始年月日」と

同月内の堤禽ネ、⑰変更後の育児休業等取
得日数欄も記入してください.

年

日

月

日

2

【ポイント】同一月内の育児休業等の場合は、

・ 0育児休業等取得日数と@就業予定日数を必ず記入する。

(出生時育児休業でない場合には、@就業予定日数に「0」を記入する。)

育児休崇等
終了(予定)年月日

2

※「⑱育児休業等終7年月日の翌日」が「⑩
育児井業等開始任月日」と同月内の場剖よ、

⑲変更後の育児休業等取得日劃衛も記入し
てくたをい,

LT

育児休業等

終丁(予定)年月日

日

胃

5

日

し、

口骸当

育児休業等

終了(予定)年月日
臼

9.令和

育児休業等

終了【予定)年月日

備考

9.令和

9.令和

変更後の

青児休業等

日

9.令和

月

【新たに設けられた欄】
0 育児休業等

取得日数

@就業予定日数

@変更後の育児
休業等取得日数

0 育休等取得内訳

年

⑮
変更後の

育児休業等

日

日

月

青児材業等

敗痔日数

月

育児休巣等

取尋日数
日

育児休業等
取霄日数

日

臼

日

就賞予定日歓

育児休業等

取響日数

就禦予定臼歓

日

日

就業予定日歓

日

就禦予定日歓

日

二
●

2
,
'

ー
!
'
L
、



2.見直しに係る適用関係の事務

(4)届書の記載例

①-3育児休業等を開始する際の記入伊1(回三且内の育児休業等を同一月に

^ ン、の 出

、

、ー^

1 」

柊T予定,

峯^^日」ι
定}俸月^B

育児件^得日

/至.η劃

9.令和

,

1

卑

より早く育屍休業を終丁した場合

4

L、,了'

⑯

育児休^

9.令和

4
日

4

※必ず共通記載欄も記入してください。

日

峯

0

就業予定日数

9.令和

郵

1

日

、

育児休業等
闘始年月日

E

育兇休業等

2

※必ず共通記載柵も記入してください。

2

育児休業等

開始年月日

フ(予却

月

3

"

9.令和

育児休巣等
開始年月日

4

9.令和

9.令和

育児休樂等

3

日

月

0

9.令和

/UCママ脊休プーつス該当区分

4

年

9.令和

月

※延長後の「⑯育児休業等終7 (予定)年

月日の翌日」が「⑩育児休業開始任月日」と

固月内の場倒よ、⑰変更後の育児林業等取
得日数欄も記入してくたをい.

0

鼻

日

再

日

2

【ポイント】同一月内の育児休業等を同一月に複数回取得した場合は、

・ 0育休等取得内訳にそれぞれの育休等期間ごとに必要事項を記入する。

・共通欄の育児休業等開始年月日には、0の中で一番最初の開始日を、共通欄の

育児休業等終了(予定)年月日には、0の中の一番最後の終了日をそれぞれ記入する。

・ 0、@には、0のそれぞれの合計日数を記入する。

育児休巣等
終了(予定)年月日

2

■bT L、

2

※「⑯青児休業等終7任月日の翌日」が「@
育児林業等開始任月日」と伺月内の場創よ

⑬変更後の育児件業等取得日劉競記入し

てください

8

日

育児休業等

終了(予定)年月日

月

口該当

レ」、ユ、、

育児休業等
終了(予定)年月日

日

9.令和

備考

育児休業等

9.令和

4

変更後の

青児休巣等

日数

変更後の

育児休業等

した

9.令和

4

だ

9.令和

【新たに設けられた欄】

0 育児休業等
取得日数

@就業予定日数

@変更後の育児
休業等取得日数

0 育休等取得内訳

4

宮 育児休崇等
取将日数

乞
月

育児休業等

取将日数

岩 育児休鍛等

敢将白数

6

日

就業予建日歓

育児休擬等

数

6

就禦予建日歓

就業予建日歓

1'

日

就紫予建日歓

日

【ポイント】

月跨ぎの育児休業等

については、0に記

入しない。

3
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2.見直しに係る適用関係の事務

0

(4)届書の記載例

②-1育児休業等を延長する際の記入伊1(

、 の

青児休^

開始年月日

育児休^得日数
峯情足^^呂」ι^丁(,

しτ^L、暈月^」^

終T〒定日を藁長する場合

9.令和

育児休業等終了

(予却年月日

【変更割

0

予

奪

4

晶

N

(育見休業を終了した場合

'='、」_、」"」

9.令和

青児休^

終了任月日

日

「育児休業等闘始年月日」と「育児休業等終丁(予定)年月日の翌日」が問月内、かつ複数回育児休業

.

就業予定日数
峯情^^B叱情兇^(予

^τ^、起年月日^

0

※必ず共通記載欄も記入してください。

9.令和

鼻

6

1

日

6

J 、

ヒ

育児休業等
開始年月日

育児休業等

終了(予定)

2

0

、

※必ず共通記載欄も記入してください.

育児休業等

開始年月臼

月

3

6

奪

9.令和

育児休巣等
開始年月日

4

9.令和

の育児休業等垈なる場合)

9.令和

育児休業等

開始年月日

5

日

日

月

0

9.令和

ルRマ青休方ス骸当区分

【ポイント】連続する育児休業等を取得する場合
(~1歳⇔~1歳6力月など)ほ、
・延長届出として提出。(前後の育児休業等が、
いずれも、令和4年10月1日以降に開始した育児
休業等の場合に限る。)
※今回の改正に伴い、新規届→延長届に変更されます。

尋

5

9.令和

月

※延長後の「⑯青児井業等終7

月日の翌日」が「⑩育児休業開始任月日」と

伺月内の堀創ネ、⑰変更後の育児休業等敢
得日数柵も記入してくたをい。

年

日

月

日

2

育児休巣等

終了(予定)年月日

月

日

■しτ

※「⑱育児休業等終7任月,
育児休業等開始任月日」

日

育児休業等

終了(予定)年月日

月

5

(予

日

L、.

⑲変更後の育児

てください.

口該当

育児休業等
終了(予定)年月日

日

9.令和

育児休業等

終了(予定)年月日

備考

9.令和

9'令和

日」が「⑩

変更後の

育児井集等

内の場割盆、

日数柵も記入し

取得する場合 嫌必ず共煮^記入して《だ凱、.

9.令和

【新たに設けられた欄】

0 育児休業等
取得日数

@就業予定日数

@変更後の育児
休業等取得日数

0 育休等取得内訳

狂

⑮
変更後の

育児休業等

日

育児休巣等
取符日数

育児休業等

取響日数
日

、

育児休業等
取尋日数

日

日

日

就禦予定日歓

育児休業等

取得日歎

日

就禦予定日歓

日

日

就業予定日歓

日

【ポイント】
月跨ぎの育児休業等の場合は、
・@変更後の育児休業等取得日数は
記入不要。

就鱗予建日歓

日

14

2

、
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2.見直しに係る適用関係の事

(4)届書の記載例

②-2育児休業等を延長する際の記入伊1(

の

育児休^

開始年月日

气,

15

■ 青児休^得日数
擢^^目」ι^丁(予
皐月^日」^ しτ、、

養7〒定日を延長する場合

9.令和

^

育児休業等終了

【予定)年月日

(麦更制

0

予定より早く育見休業を終

年

4

^

、

^

固

、

勺.'!ア'.・.

9.令和

4

・休^

終7任月日

日

「育児休業等開始年月日」と「育児休業等鞍丁(予定)年月日の曼日」が問月内、かつ複敦回宥児休桑等を取得,る場合 豪血ず共遷記鵬^記1、してく雌さ、、.

月

2

.

就業予定日数
崇情朔^^日北情朔^(子
郁育白^^^てて^、

0

※必ず共通記載欄も記入してください。

0

9,令和

4

"

1

ノ

日

3

育児休巣等

開始年月日

育児林業等

終了〔予定)

2

^

育児休簾等

開始年月日

3

卑

9.令和

育児休業等

開始年月日

4

内の育児休業等壁ある場貪)

9.令和

3

9.令和

青見林業等

開始年月日

0

3

日

月

0

9.令和

/utママ育休ブ"'コス該当区分

年

4

9.令和

月

※延長後の「⑯育児井業等終了(予定)年

月日α盤日」が「⑩育児休業開始任月日」と
同月内の堤創す、⑰変更後の育児僻業等取
将日^も記入してください

日

月

日

2

育児休禦等

終了(予定)年月日

月

【ポイント】延長後も同一月内の育児休業等である場合は、

・育児休業等終了(予定)年月日と併せて、

@変更後の育児休業等取得日数も記入が必要。

2

※「⑯育児休業等終了年月日の翌日」が「@
育児付業等開始任月日」と同月内の堤倒よ、

⑲変更後の育児休業等取得日釧闇も記入し

てく懲い.

しτ

日

育児休業等

終了【予定)年月日

8

月

日

、、

口該当

育児休業等

鰹了(予定)年月日
日

9.令和

育児休崇等

終了(予定)年月日

備考

9.令和

9.令和

9.令和

月

【新たに設けられた欄】

0 育児休業等
取得日数

@就業予定日数

@変更後の育児
休業等取得日数

0 育休等取得内訳

年

日

変更後の

育児休業等

6

月

育児井業等
取符日数

月

育児休業等

敢響日数
日

育児休業等
取尋日数

日

日

日

就業予定日融

育児休業等

取痔日数

日

就禦予定日骸

日

日

乾禦予吏日歓

日

就巣予定日歓

日

【ポイント】

延長の届出の際の、

の育休等取得内訳は、

記入不要。
日

.^.^

」0

一
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変
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、
一
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ー
ー
,
.
、

一
.
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、
:
.
ー
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■
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2.見直しに係る適用関係の事務

(4)届書の記載例

③-1育児休業等を終了する際の記入伊1(

'

の出

J

^

育児休^

開始年月日
、

育児材^褐日数
巣^^日」ι^ι,
牟阿^臼」 bT^L、

養了予定日を延長する場合

9.令和

ト 育児休業等終了

(予定)年月臼

【変更制

0

予定より卑く育見休業を綻丁した場合

奪

4

屑

9.令和

育児休^

終7年月日

日

「育児休業等廃始年月白」と「育児休業等終丁(予定)年月日の翌白」が伺月内、かつ痩數回曹児休桑等を取得す、

.

^予定日数
鐵憎究^日北柚朔^(予

.^

※必ず共通記載欄も記入してください。

是月日^

9.令和

卑

ノ

1

日

6

昆L

育児休巣等

開始年月日

育児林業等

終了(予定)

2

0

楽必ず共通記載欄も配入してください。

育児休業等

開始年月日

佃▲

3

月

卸

5

てC^、

9.令和

育児休縦等

開始年月臼

の育児休業等垈な亙場貪)

4

9.令和

0

9.令和

育児材業等

開始年月日

日

日

0

9.令和

【ポイント】
これまでと同様に、当初の終了予定年月日のとおり

に終了した場合は、終了届は提出不要。

/URマ育休方ス骸当区分

奪

5

3

9.令和

月

※延長後の「⑯育児休業等終7 (予定)年

月日の翌日」が「@育児休業開始任月日」と

鼻

0

日

同月内の場合ば、⑰変更後の育児件業等
得日数椥も記入してUfさW

※「⑱育児休業等終7年月日の翌日」

月

日

2

育児休業等
終了(予定)年月日

月

■しτ

育児休黨等開始任月日」と同月内の場合{1、

⑯変更後の育児休業等取得日数柵も記入し

てください。

育児休業等

終了(予定)年月臼

日

月

5

日

、、

口骸当

育児休業等
終了(予定)年月日

日

9.令和

育児休業等

終了(予定)年月日

備考

9.令和

9.令和

変更後の

育児休業等

取得日

9.令和

月

【新たに設けられた欄】
0 育児休業等

取得日数

@就業予定日数

@変更後の育児
休業等取得日数

0 育休等取得内訳

任

舮

贅更後の

育児林業等

JJ

日

月

崇必ず共遷能卓側鳥記入してくだ割、.

育児休崇等
取響日数

月

育児休業等

取縛日数
日

育児休業等

敗得日数

日

日

、

就業予定日歓

育児休業等

敗得日数

日

就巣予定日鳳

日

日

就鼠予吏日骸

日

就巣予定白倣

【ポイント】
月跨ぎの育児休業等の場合は、
・@変更後の育児休業等取得日数
は記入不要。

日

6

」■

二
●

2

9

軍
色

ー
ー

■

.
、
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2.見直しに係る適用関係の

"

(4)届書の記載例

③-2育児休業等を終了する際の記入仮1(、了'が0

申,,・

早

青児休^

開始年月日

' 1

1
又、__.

」■

育児休業等取得日数
峯^^目北^丁停

しτ^、、刈俸月^日^

養T予定日を延長する場合

9.令和

務

育児^等終了

(予廻年月日

(寳更樹

0

予定より早く育晃休業を終丁した場合

卑

4

9.令和

育児休^

終7任月日

日

就業予定日数
強柚帰^^日北^(予

τ^、皐月白^

J

※必ず共通記載欄も記入してください。

0

9.令和

年

始年

日

3

育児休業等

開始年月日

育児林業等

終了(予定)

2

0

、

※必ず共通記載欄も記入してください。

育児休業等

開始年月日

3

月

^

鼻

4

9.令和

育児休業等
開始年月日

4

9.令和

内の育児休業等垈盆る場貪)

9.令和

育児休樂等

開始年月日

日

日

0

9.令和

/URマ育休プラス該当区分

郵

5

9.令和

月

2

※延長後の「⑯育児休業等終7 (予定)年

月日の翌日」が「⑩育児休業開始年月日」と

同月内の場創よ、⑰変更後の育児林業等取

変更後の

育児休業等

得日敷得日数欄も記入してください.

※「⑱青1昼休業等終了年月日の翌日」が

日の翌日」が問月内、かつ複数回育児休業等を取得,る場合 嚢●ず共週^記入Lて(雌凱、.

0

年

0

日

月

日

育児休巣等
終了【予定)年月日

月

【ポイント】終了後が同一月内の育児休業等になる場合は、

・育児休業等終了年月日と併せて、@変更後の育児休業等

取得日数も記入する。

2

■t

育児休樂等開始任月日」と同月内の場剖よ、

⑲変更後の育児林業等取得日数欄も記入し

てくたせい.

日

育児休業等

終了(予定)年月日

0

日

口該当

、

育児休業等
終了(予定)年月日

日

9.令和

育児休業等

終了(予定)年月日

備考

9.令和

9.令和

9.令和

月

【新たに設けられた欄】

0 育児休業等
取得日数

@就業予定日数

@変更後の育児
休業等取得日数

0 育休等取得内訳

鼻

日

変更後の

児休業等

日

月

育児休巣等

取袴日数

月

育児休業等

散痔日数
日

育児休撲等
取得日数

日

8

日

日

就巣予定日歓

育児休業等

取符日数

日

就素予定日歓

日

日

就集予定白歓

日

就業予定日歓

日

【ポイント】

終了の届出の際の、

0育休等取得内訳は、

記入不要。

17

2

の
▲

;

▲

2

出
)

一
゛



2.見直しに係る適用関係の

(4)届書の記載例

③-3育児休業等を終了する際の記載伊1(

、 個^ ^ の出

■
卓 ^^

、・サ^

^

、、.

出芥

日

就堂予建日倣

日

【ポイント】

終了の届出の際の、

の育休等取得内訳は、

記入不要。

18

.,

^
局
^

^

,

育児材業等

開始年月日

^

^

^

^

【
1

青児休^得日数
黛^^ヨ」t^丁(予
定}牟月^日」^ τ^ι、

終T予定日を延長する場合

9.令和

務

育児抹業等終了

(予定)年月日

(変更樹

0

予定より早く育見休業を終丁した場合

卑

4

⑱

育児休^

終7年月日

9.令和

日

「

就業予定日数
巣情^ヨ此情兇^(手

^τ^、鬼卑月白^

※必ず共通記載欄も記入してください。

J

0

9.令和

与

日

3

ず

育児材黛等

育児休業等

終7 (予定)

2

カミ盲

開始年月日

0

※必ず共通記載欄も記入してください。

、

育児休崇等

開始年月日

月

3

拝

4

^

9.令和

育児休業等
開始年月日

4

9.令和

内で14日

9.令和

育児休業等

^月日

日

日

月

0

2

9.令和

/URマ青休方ス餓当区分

年

5

9.令和

月

※延長後の「⑯育児僻黨等終7 (予定)任
変爽後の月日の翌日」が「⑩育児休業開始任月日」と

育児休業等同月内の場創ネ、⑰変更後の膏児俳業等取

0

日の翌日」が問月内、かつ複微回宥児休璽等を取得する場合 嚢●ず共蓋記験■毛記入して(だ凱、.

年

5

日

月

取日数椙日数欄も記入してください.

※「⑱青児休業等終7任月日の翌日」が

日

'

【ポイント】終了後が同一月内かつ14日未満の育児休業等になる場合は、

・届書は③-2と同様に記載。

の

育児休業等
終了(予定)年月日

月

2

■t

育児井業等開始荘月日」と同月内の場合11、

⑲変更後の育児休業等取褐日劉蘭も記入し

て仇はい,

日

育児休業等

終了(予定)年月日

月

0

日

、、

口誠当

育児休業等
終了(予定)年月日

日

9.令和

育児休業等

終了(予定)年月日

備考

1こナ'

9.令和

9.令和

9.令和

月

【新たに設けられた欄】

0 育児休業等
取得日数

@就業予定日数

@変更後の育児
休業等取得日数

0 育休等取得内訳

住

白

変更後の
児休業等

日

月

育児材業等
取霄日数

日

'
^

闇^

月

育児休業等

取袴日歎
日

13

育児休業等
取煮日数

日

日

日

就巣予定日融

日

就焦予定日数

日

日

就触予定日歓

日

)ム
,

三
一

2
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